
介護報酬算定確認リスト

103 訪問看護費 事業所名

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

深夜加算

複数名訪問加算（Ⅰ）

複数名訪問加算（Ⅱ）

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

令和７年度・令和８年度
（令和７年４月～サービス提供分）

准看護師の訪問

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（理学療法士等）の訪問

理学療法士等が１日に２回を超えて指定訪問看護を行う場合の減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

１時間３０分以上の訪問看護

事業所の同一敷地内建物等に居住する利用者（１月当たりの利用者が50人
以上居住する建物に居住する利用者を除く。）

１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者

１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者

特別地域訪問看護加算

夜間加算

早朝加算

緊急時訪問看護加算（Ⅰ）

緊急時訪問看護加算（Ⅱ）

特別管理加算（Ⅰ）

特別管理加算（Ⅱ）

専門管理加算

ターミナルケア加算

遠隔死亡診断補助加算

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携がある場合】主治の
医師の特別な指示（特別指示書）

（介護予防）訪問看護 1/4



介護報酬算定確認リスト

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし
介護職員等処遇改善加算
（令和８年６月から）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

令和７年度・令和８年度
（令和７年４月～サービス提供分）

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携以外の利用者】主治
の医師の特別な指示（特別指示書）

前年度における理学療法士等の訪問回数が、看護職員による訪問回数を超
えている

看護体制強化加算（Ⅱ）

口腔連携強化加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

前６月間における緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算
の算定

初回加算（Ⅰ）

初回加算（Ⅱ）

退院時共同指導加算

看護・介護職員連携強化加算

看護体制強化加算（Ⅰ）

（介護予防）訪問看護 2/4



介護報酬算定確認リスト

402 介護予防訪問看護費

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問介護の利
用が12 月を超えた場合の減算

前年度における理学療法士等の訪問回数が、看護職員による訪問回数を超
えている

前６月間における緊急時介護予防訪問看護加算、特別管理加算、看護体制
強化加算の算定

主治の医師の特別な指示（特別指示書）

特別地域介護予防訪問看護加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

緊急時介護予防訪問看護加算（Ⅰ）

緊急時介護予防訪問看護加算（Ⅱ）

特別管理加算（Ⅰ）

特別管理加算（Ⅱ）

専門管理加算

複数名訪問加算（Ⅰ）

複数名訪問加算（Ⅱ）

１時間３０分以上の指定介護予防訪問看護

事業所の同一敷地内建物等に居住する利用者（１月当たりの利用者が50人
以上居住する建物に居住する利用者を除く。）

１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者

１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者

高齢者虐待防止措置未実施減算

業務継続計画未策定減算

令和７年度・令和８年度
（令和７年４月～サービス提供分）

夜間加算

早朝加算

深夜加算

准看護師の訪問

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超えて指定介護予
防訪問看護を行う場合の減算

（介護予防）訪問看護 3/4
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□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし

□ 算定あり □ 算定なし
介護職員等処遇改善加算
（令和８年６月から）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

初回加算（Ⅰ）

退院時共同指導加算

令和７年度・令和８年度
（令和７年４月～サービス提供分）

看護体制強化加算

口腔連携強化加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

初回加算（Ⅱ）

（介護予防）訪問看護 4/4


